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目

次

告

示
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
所
の
所

在
地
の
変
更

（
障
害
者
福
祉
課
）

一

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
の
所
在
地
の
変
更

（

〃

）

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
の
所
在
地
の
変
更

（

〃

）

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

の
廃
止

（

〃

二

島
根
県
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の

一
部
改
正

（
農

業

経

営

課
）

二

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の

一
部
改
正

（

〃

）

三

換
地
処
分

（
農

村

整

備

課
）

四

告

示

島
根
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
六
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
五
一
三
号

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

（
火
曜
日
）

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人
こ
だ
ま

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス

こ
だ
ま
松
江
市
上
乃
木

四
丁
目
八－

一

八

松
江
市
西
嫁
島

一－

一－

一
九
平
成
十
五
年

十
月
一
日

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人
こ
だ
ま

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス

こ
だ
ま
松
江
市
上
乃
木

四
丁
目
八－

一

八

松
江
市
西
嫁
島

一－

一－

一
九
平
成
十
五
年

十
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
こ
だ
ま

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

こ
だ
ま
松
江
市
上
乃
木

四
丁
目
八－

一

八

松
江
市
西
嫁
島

一－

一－

一
九
平
成
十
五
年

十
月
一
日
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同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
居
宅
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

島
根
県
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱（
平
成
三
年
島
根
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

国
立
療
養
所
松
江

病
院

短
期
入
所

国
立
療
養
所
松
江
病

院

松
江
市
上
乃
木
五

丁
目
八－

三
一

平
成
十
五
年
八
月

一
日

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人
こ
だ
ま

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス

こ
だ
ま
松
江
市
上
乃
木

四
丁
目
八－

一

八

松
江
市
西
嫁
島

一－

一－

一
九
平
成
十
五
年

十
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
こ
だ
ま

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

こ
だ
ま
松
江
市
上
乃
木

四
丁
目
八－

一

八

松
江
市
西
嫁
島

一－

一－

一
九
平
成
十
五
年

十
月
一
日

別
表
（
第
二
条
関
係
）

利

子

補

給

率

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
三
の
二
の
ア
、
ウ
及
び
オ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
三
の
二
の
イ
、
エ
、
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
の
種
類

貸
付
期
間

が
六
年
以

内
の
場
合

貸
付
期
間

が
六
年
を

超
え
七
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
七
年
を

超
え
八
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
八
年
を

超
え
九
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
九
年
を

超
え
十
一

年
以
内
の

場
合

貸
付
期
間

が
十
一
年

を
超
え
十

三
年
以
内

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
十
三
年

を
超
え
十

五
年
以
内

の
場
合

貸
付
期
間

が
六
年
以

内
の
場
合

貸
付
期
間

が
六
年
を

超
え
七
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
七
年
を

超
え
八
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
八
年
を

超
え
九
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
九
年
を

超
え
十
一

年
以
内
の

場
合

貸
付
期
間

が
十
一
年

を
超
え
十

三
年
以
内

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
十
三
年

を
超
え
十

五
年
以
内

の
場
合

貸
付
金
の
う

ち
二
億
七
千

万
円
以
下
の

部
分

年
一

七

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

四

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

三

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

二

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

九

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

八

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

六

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

五

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

三

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

二

パ
ー
セ
ン

ト

一

措
置

大
企
業

以
外
の
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附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
中

山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
適
用
す

る
。

2

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
前
に
系
統
等
民
間
資
金
を
原
資
と
す
る
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
の
融

通
に
関
す
る
措
置
要
綱
（
平
成
二
年
六
月
七
日
付
け
二
農
経
Ａ
第
六
百
二
十
五
号
農
林
水
産
事
務
次

官
依
命
通
知
）
第
四
の
（ ）三
の
規
定
に
よ
り
利
子
補
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
中
山
間
地
域
活
性
化
資

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

島
根
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱（
平
成
十
二
年
島
根
県
告
示
第
百
九
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
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者
に
貸

し
付
け

る
場
合

要
綱
第

二
の
二

の
（ ）一
の

加
工
流

通
施
設

整
備
資

金

貸
付
金
の
う

ち
二
億
七
千

万
円
を
超
え

る
部
分

年
一

五

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

二

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

一

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

〇

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

九

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

八

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

三

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

二

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

－
大
企
業
に
貸
し
付
け
る

場
合

年
一

二

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

九

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

八

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

七

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

三

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

一

パ
ー
セ
ン

ト

－
－

－
－

貸
付
金
の
う

ち
二
億
七
千

万
円
以
下
の

部
分

年
二

〇

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

九

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

七

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

六

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

五

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

三

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

八

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

七

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

四

五
パ
ー
セ

ン
ト

大
企
業

以
外
の

者
に
貸

し
付
け

る
場
合

二

措
置

要
綱
第

二
の
二

の
（ ）二
の

保
健
機

能
増
進

施
設
整

備
資
金

貸
付
金
の
う

ち
二
億
七
千

万
円
を
超
え

る
部
分

年
一

七

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

四

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

三

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

二

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
一

〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

九

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

八

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

六

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

五

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

三

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

二

パ
ー
セ
ン

ト

大
企
業
に
貸
し
付
け
る

場
合

年
一

五

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

四

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

二

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

一

パ
ー
セ
ン

ト

年
一

〇

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

九

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

八

パ
ー
セ
ン

ト

年
〇

六

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

五

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

三

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

二

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

一

五
パ
ー
セ

ン
ト

年
〇

〇

五
パ
ー
セ

ン
ト

－

農
業
協
同
組
合
等
以
外

の
者
に
貸
し
付
け
る
場

合

年
一

二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年
〇

四
パ
ー
セ
ン
ト

三

措
置

要
綱
第

二
の
二

の
（ ）三
の

生
活
環

境
施
設

整
備
資

金

農
業
協
同
組
合
等
に
貸

し
付
け
る
場
合

年
一

二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年
〇

四
パ
ー
セ
ン
ト
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島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
貸
付
条
件
の
欄
中
「
年
一

一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一

七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
以
降
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

島
根
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
九
月
三
十
日
付
け
で
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
下
三
所
地
区
第
一
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た

の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行

平成15年10月14日 第1,513号島 根 県 報


